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Abstract: Japanese cities face some new problems such as a declining and aging population. To solve 

these problems, the Japanese government announces that the local governments should try to change 

their urban structure to the compact city. But many local governments could not begin the action to 

change their urban structure to the compact city. To make a breakthrough the situation, we think the 

method of visualization of urban structure is very useful as a first step. We will show a case study of 

visualization of urban structure of Kanto Region. 
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1. 研究の背景と目的 

 人口減少、超高齢社会の到来、都市整備・都市経

営に関する財政的制約の高まりといった状況の中

で、都市構造のあるべき姿としての集約型都市構造

への転換に向けた議論が進められている。社会資本

整備審議会において、集約型都市構造の概念図[1]

は示されているが、個別都市における検討について

は、その手法も含めて個々の都市に任されている状

況にあるため、検討のノウハウの共有、支援体制の

構築が求められている。そこで、国土交通省関東地

方整備局では 2009 年から「関東地方における都市

構造のあり方に関する検討会」（以下、検討会と略

す）を組織して、都市構造に関する地方自治体の検

討を支援するためのツール等の提供を行っている。

検討会の構成メンバーは茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長

野県の都市計画担当課長と関東地方整備局建政部

長、有識者 3 名で構成され、都市構造のあり方に関

して理解を深めるための方策を検討している１）。 

本稿ではそれらの取り組みについて概略を紹介

する。 

 

2. 都市構造の可視化手法 

 都市構造を直観的に把握するためのツールとし

て「都市構造可視化図」の作成を行った。基本形は、

各種メッシュ統計データを加工したものを KML 形

式に変換したもので、図３に示すように各メッシュ

ポリゴンに高さや色の情報として様々な統計デー

タ値を埋め込んだものである。 

可視化するデータは、人口や事業所数等の空間的

な分布を捉えることが可能で、容易に入手可能な国

勢調査、事業所・企業統計等のメッシュデータを主
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に用いた。メッシュデータを用いる主な理由は、1)

集計範囲が緯度経度で規定されるために行政界の

変更による影響を受けず、時系列で比較することが

可能であること、2)メッシュのサイズが全国でほぼ

同じ大きさであるため、地域間の比較が行いやすい

こと、3)国勢調査と商業統計といったように、異種

のデータであっても重ね合わせが可能であること、

である。なお、メッシュ統計データ以外にも、道路

や鉄道等のネットワークデータや駅、バス停等のポ

イントデータも活用している。 

平面に投影された 3 次元の主題図は従来も利用

されてきたが、投影する角度によっては見えない地

区があるため、都市構造を検討する場面では視点を

変えて様々な角度から見ることが出来る動的な主

題図であることが望ましいと考えた。そこで、3次

元かつ動的な主題図を作成するために KML を用い

ることとした。 

KML ファイルの代表的ビューワーとしては、

Google 社の Google Earth がある。建物 1棟レベル

から日本全域を超える範囲までシームレスに表示

スケールが変更可能で、視点も自由に変更できるこ

とや、背景地図として航空写真や道路網、鉄道網、

行政界等も表示されるため、例えば、統計データの

ピークがどんな場所なのか把握しやすいといった

様々な利点がある。 

また、これまで統計データを 3次元表示したもの

は 2次元の主題図の延長線上にあり、色の塗り分け

用の統計値と高さの統計値が同一であった。そこで、

色の塗り分けに用いる統計値（属性値）とメッシュ

の高さの統計値を分ける工夫をし、都市構造可視化

図（クロス表示）と呼ぶこととした。 

 

図１は、都市構造可視化図（クロス表示）の例と

して、土地利用規制（線引き）と人口分布の関連を

見たものである。メッシュは H12 国勢調査の 1km

メッシュ夜間人口であり、高さが人口を表している。

色は凡例に示すとおり、都市計画上の区域区分に基

づいて塗り分けている。関東全域をマクロに見ると

人口集積のほとんどが市街化区域で行われており、

非線引き都市計画区域でも用途地域内で人口が集

積している様子が分かる。 

 

図２も同じく都市構造可視化図（クロス表示）の

例である。メッシュの高さの値として夜間人口デー

タ（H17）を用い、メッシュの色として公共交通利

用圏 2)の属性値を用いている。図２右側の横浜市は、

ほぼ全域が公共交通利用圏となっているのに対し

て、左側のつくば市は北部側の約半数のメッシュが

公共交通利用圏外になっていることが分かる。なお、

つくばエクスプレスの開通が H17 年であるため、駅

利用圏と夜間人口との関連は見ることが出来ない

が、H22 年国調の結果が出れば、開通の効果（駅周

辺の夜間人口の増加）が読み取れるものと思われる。

 
図３ パーソントリップ調査結果の例 

さいたま市発トリップの着地 さいたま市着トリップの発地

市街化区域

市街化調整区域

非線引き用途地域

非線引き用途地域外

都市計画区域外

図１ 土地利用規制と夜間人口分布の例 

図２ 都市構造可視化図の例（クロス表示）
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 次に、図３は H20 東京都市圏パーソントリップ調

査結果の例である。図 3の左側がさいたま市発のト

リップの着地の分布、右側がさいたま市着のトリッ

プの発地の分布を表したものである（帰宅行動を除

く）。さいたま市発のトリップはさいたま市以外で

東京都心部への移動が多いのに対して、東京からさ

いたま市への移動は少ないことがわかる。 

 

3. 都市構造の簡易な特性把握指標 

 他都市と比較することによって自都市の都市構

造の特徴を捉えることを目的に、都市構造の簡易な

特性把握指標を作成した。指標の算出に利用するデ

ータは、可視化に用いたデータと同様、人口や事業

所数等の空間的な分布を捉えることが可能で、容易

に入手可能な国勢調査、事業所・企業統計等のメッ

シュデータを主に用いた。 

指標は都市構造に関する大まかな概要が把握で

きて、直観的に理解しやすいものとなることを心が

け、大きく以下の３つの項目に関する指標を作成し

た。 

I）社会的構造：労働力や居住、産業活動などの他

都市との比較からみた当該都市の性格や位置付

けを表現する。 

指標 ： ①昼間人口密度、②夜間人口密度、③昼夜

間人口比、④商業効率度、⑤商業中心性 

Ⅱ）空間的構造：都市内での拠点、市街地などの空

間的配置に対する人やものの集積度を表現する。 

指標 ： ①拠点業務集積度、②市街地人口集積度、

③居住地交通カバー度、④公共交通利用度、⑤

拠点商業集積度 

Ⅲ）時間的構造：都市の産業や人口の過去から現在

への発展・衰退の状況を表現する。 

指標 ： ①産業構造変化度（第 2 次産業）、②産業

構造変化度（第3次産業）、③既成市街地発展度、

④市街地拡大度、⑤若者増減度 

なお、指標は定期的に見直しを 

本稿では紙幅の制約から各指標の定義は省略す

るが、一例として、Ⅱ－③「居住地交通カバー度」

の定義を示す。 

居住地交通カバー度＝（公共交通利用圏 2）の夜間人

口）／（行政区域の夜間人口） 

関東地整管内 9 都県 212 市（特別区は全体で 1市

とカウント）で上記の指標値を全て算出した。通常

であれば指標値の分布を示すところであるが、自治

体担当者の関心として、自分の都市が 212 市の中で

相対的にどのような位置づけか分かるようなグラ

フが欲しいという要望があり、図４に示すように、

指標値とその順位の関係をグラフ化した。 

 
図４の横軸は指標値の大きい順に左から並べた

順位、縦軸は指標値である。指標値 1.0 で同率一位

が 43 都市あり、東京、神奈川、埼玉、千葉の 1 都

3 県内の市のみで構成される。200 位以降は急激に

指標値が低くなり、茨城、栃木、山梨の 3 県の市の

みで構成され、格差が大きいのが特徴である。 

次に、順位でなく指標値と人口の関係をグラフ化

したものが図 5である 3)。 

 
ここでは、人口規模に応じて以下のように分類し

ている。 

ⅰ：東京都区部及び政令市 4) 

ⅱ ：1 都 3 県（神奈川、埼玉、千葉）の人口 20 

万人以上の市（上記 i を除く） 

ⅲ ：5 県（茨城、栃木、群馬、山梨、長野）の

人口 20 万人以上の市 

ⅳ：1 都 3 県の人口 20 万人未満の市 

ⅴ：5 県の人口 20 万人未満の市 

グループ i、ii、iv（1 都 3 県）に属する市の居

人口 
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図４ 居住地交通カバー度と順位

図５ 居住地交通カバー度と人口規模



住地交通カバー度は 1.0 に近い市がほとんどであ

るが、それ以外の市ではばらついており、大都市と

地方都市の公共交通網の差が現れていると思われ

る。ただし、居住地交通カバー度において、電車や

バスの頻度情報が考慮されていないため、駅やバス

停が存在はしているものの、本数が少なすぎて使い

勝手が悪いという状況が反映できていない。そのた

め、見かけの公共交通の利便性が高いだけになって

しまっている可能性が高い。なお、紙幅の制約から

図は省略するが、国勢調査結果を用いて通勤通学に

公共交通を利用している割合（Ⅱ－④「公共交通利

用度」）を調べると、図５の居住地交通カバー度が

高かった市でも通勤通学に公共交通を用いている

割合が低い市が多数ある様子が分かる。 

このように、指標値についてもまだ精査すべき内

容が残されており、自治体担当者の意見を聞きなが

ら指標の修正、追加、削除などを継続している。 

 

4. まとめと今後の展開 

検討会では、前述の指標値および関東圏における

順位、都市構造可視化図（2 次元図）、それに基づ

く各都市の現状分析コメント等を掲載した「都市構

造カルテ」（A4 サイズ 30 頁弱の冊子）を都市別（211

市＋特別区）に作成し、都市構造可視化図（KML フ

ァイル）と併せて、各都県および市に提供している。 

カルテ等の配布を契機に、「将来予測や海外との

比較はできないか」等、具体的な都市構造の分析に

関する自治体からの問い合わせが関東地整に多く

寄せられるようになり、自治体における都市構造検

討の推進に寄与していると思われる。 

今後、各都市の意見等も踏まえて、カルテの改訂

を予定しており、要望の多い将来予測について、手

始めに将来人口予測についても検討を行っている。

また、検討会に加え、市町村等の行政機関を対象と

して、「都市構造可視化行政連絡会」を組織してお

り、会員相互の情報交換や可視化する対象の議論な

どを行っている。都市計画部門以外の商工観光とい

った他の部門の参加申し込みもあり、分野横断的に

都市構造の議論が発展していくことが期待される。 
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補注 

1） 検討会の詳細については、文献[2]および以下の

URL を参照されたい。 

http://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/shihon/index00

000000.html 

2） ここでの公共交通利用圏とは鉄道駅から半径

1km に含まれるメッシュおよびバス停（コミュ

ニティバスを除く）から半径 300m に含まれる

メッシュを指し、4 次メッシュ（約 500m 四方）

を用いて集計した。 

3） 東京都区部および横浜市の人口はグラフに収ま

るよう便宜的に 150 万人に固定して表示してい

る 

4） ここでは、相模原市は政令市に含めていない 

 

参考文献 

[1] 社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科

会第 10 回都市計画部会資料１都市交通・市街地

整備小委員会報告，2007 年 

http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_

history/city_planning/10/images/01.pdf 

(2011 年 8 月現在) 

[2] 赤星健太郎・石井儀光・岸井隆幸「関東地方に

おける都市構造の可視化推進に関する研究」,都

市計画論文集 No.45-3, pp.169-174, 2010. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


